








































































第６章世界不況下の金解禁

地方銀行の救済が政治問題化し、青森県会が政府に対し融資による救済措置を陳

情したり、青森県知事が本行副総裁に対して特別融通の要望を打電してくるとい
（3つ

った動きもみられた。以上のほかにも各地に散発した。､規模な銀行動揺、それら

に対する本行の特別融通の例はかなり多い。

以上のように金解禁下における銀行の動揺は、ほとんど全国に広がっていた。

それにもかかわらず、そうした銀行動揺がそれほど深刻な人心不安を招くことが

なかったのは、問題を起こした銀行がおおむね小規模な銀行であったほかに、本

行がその地方の動揺を鎮静化させるために積極的に行動したためでもあったと思

われる。ただ本行としては、前にも述べたように､昭和２年金融恐慌のあと､特別

融通について深刻な反省があった。それは単に成規外の貸出を行ったという手続

きの問題ではなく、本行の金融調節力を低下させる原因を作ったからであった。

それにもかかわらず、本行は金解禁下の銀行動揺に対して広範な特別融通を実施

しなければならなかった。それらは金融界の混乱を最小限にとどめるためのやむ

をえない措置であり、また本行のイニシアチブと責任によって行われたものでは

あったが、再び本行の救済機関的イメージをクローズ・アップさせることになっ

たのは、まことに残念なことであったといわなければならない。

ハ、特殊事情に基づく特別融通

最後に、金解禁期に行われた、やや特異な特別融通２件について述べる。

その第１は、十五銀行に対する「造艦資金特別融通」である。すなわち昭和５

年10月、海軍省は川崎造船所がかねて建造中であった軍艦２隻の造艦代金の支払

いについて、従来の毎月割賦払いを変更して翌６年４月以降の一時支払いとし

た。このため同社は著しい資金不足に陥り、主要取引銀行である十五銀行から所

要資金の融資をうけなければならないことになった。このような事情から同行は

川崎造船所が海軍省に対して有する造艦請負代金支払請求債権を担保として昭和

６年３月まで毎月38万円余を融資することになったが、同時に本行に対し資金繰

り上必要が生じた場合には、川崎造船所に対する融通手形を前述の担保債権付随

のまま担保として譲渡のうえ、随時特別融通を受けたい旨の依頼があった。これ

に対し、本行は同行が当時なお多額の補償法特別融通債務を負いながら整理の途
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